
小田原市
東京電力パワーグリッド株式会社
東京電力ホールディングス株式会社
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おだわら再エネ電気ちゃん



１． 小田原市のエネルギーに関する取組の変遷

⚫ 市民・事業者との官民連携により、エネルギーポテンシャルの太宗を占める太陽光発電の
電源開発とエネルギーマネジメントを強力に推進している。

2014年～

市民出資型再エネ
温対法改正のモデルに

2016年～

地域新電力設立
自治体出資ない自立

2017年～

公共施設でのVPP

2019年～

EVカーシェア
全国展開の出発点と
なるモデル構築

2020年～

地域マイクログリッド
全国初の既存配電網

活用

2021年～

環境価値取引

2030年に太陽光発電導入量５倍

2021年～

インパクトファイナンス

2022年～

脱炭素先行地域
エリアエネマネの構築
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２．小田原が目指すまちづくりと電力地産地消

⚫ 小田原市は、地域自給圏の構築及び脱炭素社会の実現を目指し、電力の地産地消を促進している。

脱炭素社会
の実現

地域自給圏
の構築

省エネ化した上で、
市内で消費する電力を
再エネ由来に移行する

2023年度、電力消費に伴い、
市内で約44万t-CO2を排出※3

市内で”地産”電力を
多く作る

2022年度、約227億円の
電気代が市外に流出※1

市内で作れる電力は、主に、再エネである
太陽光発電※2

市内で消費する
電力の多くは

化石燃料由来

正味で
市外から電力を
購入している

エネルギー（電力）は、
いのちを支えるために必要な
要素の１つ

市内で作った再エネ電力を
市内で“地消”する

電力契約上で地産の電力を地消する
意義については後述

※1 【出典】環境省地域経済循環分析自動作成ツール2022年版Ver9.1
※2 【出典】環境省の再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）
※3 経済産業省及び東京電力の公表データから推計

目指すまちづくり
（電力関係）

現状 方針

移行は、太陽光発電の自家消費、
再エネ電力プラン契約等による

電力消費は、主要なCO2
排出源の１つ

市は、補助金、ポテンシャルの
見える化、販売・施工事業者
登録等により支援中

市は、再エネ電力使用事業所
登録等により支援中
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３．電力地産地消の促進に当たっての課題①

⚫ 小田原市が促進する”地産”電源は、地域共生型の再エネ。

⚫ そのポテンシャルを最大化するため、その余剰電力の”地域固有条件”による買取の仕組みが必要。

市が促進する”地産”電源

住宅の太陽光発電
その場で自家消費し
切れない余剰電力が
発生

通常、その場の自家
消費はほとんどなく、
余剰電力が発生

余剰電力へのインセン
ティブは低下している

現状 方針

事業所の太陽光発電（最大設置）

農業ファーストの営農型太陽光発電

その他地域共生型の再エネ

・屋根等にムリなく設置

・設置可能な屋根全面の利用
・カーポート、壁面等も
・垂直型、ペロブスカイト等も設置

・農業を行うための発電
・農業の持続可能性向上
（発電収益が農家の副収入になる）

・遊休農地の活用
・周辺環境・生物多様性への配慮

・遊休空間の活用
・新技術
・将来的に、太陽光以外の再エネも

蓄電池併設により自家消費率
を高め、節電及び防災効果を
最大化することが優先だが、不
在時・休日等には余剰電力が
発生

“地産”電力の余剰電
力を、”地域固有条件”
で一律に買い取る

全国大の買取制度であるFIT・FIP
は、買取価格が低下、個別の地域
実情は非反映、国補助金と併用も
不可
非FIT・FIPの契約先を発電者自ら
探すことは困難

スマート農業普及等により、
自家消費が増える可能性あり

条件は、買取対象電源の指定、買
取単価、買取期間等
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３．電力地産地消の促進に当たっての課題②

ローカル系統への過剰な逆潮流が発生し、
配電用変電所及びローカル系統内電線の
増強が必要になる

配電系統内で、余剰電力
を”同時同量” で使用又は
蓄電することが重要

配電系統内の近接する発電箇所と需要
箇所で電力消費できる場合、配電系統
の増設の抑制にも寄与

※【出典】再生可能エネルギー出力制御の短期見通し等について（2025年12月24日資源エネルギー庁）

東京電力管内で、需要と供給のバランスが
乱れ、再エネ出力制御が発生する

2026年度、九州地方で７％、東北地方で４％、北陸・中国地
方で３％の再エネが捨てられる見通し※

市内でも、2030年度再エネ150MW目標を達成した場合、配電
用変電所からの逆潮流が発生する見込み

小田原市内には、複数の配電系統が存在

方針

配電系統内を流れる電力量が増え、配電
系統内電線の増強が必要になる

再エネ（分散型電源）が増加し、
配電系統内で大量の余剰電力が発生

基幹
系統

ローカル
系統

配電
系統

⚫ 将来的に、配電系統内で大量の余剰電力が発生すると、電線増強及び再エネ出力制御が発生し、”地産”電
力の新規導入及び発電が制限される見込み。

⚫ その抑制のため、余剰電力を配電系統内で“同時同量”に消費する仕組み作りに今から取り組むことが必要。

想定される未来
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４．電力地産地消プラットフォーム構想①

⚫ プラットフォームは、市内で発生する余剰電力を、”地域固有条件”で買い取り、市内の調整力（蓄電池
等）を制御して電力の需要に応じて供給を調整しながら、市内でその電力を必要とする施設等に“同
時同量”で供給する仕組みを目指す。

市内の住宅・事業所が、
“地域発電所” になる

電力地産地消プラットフォームの将来像

地域固有条件での買取 同時同量での供給

地域の再エネ電力を
選択できる
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４．電力地産地消プラットフォーム構想②

⚫ プラットフォームは、配電系統レベルで、複数の事業者が参加可能な地域プラットフォーム型の電力流通
により同時同量を目指す、新しいエネルギーマネジメントの形。

単一電源
複数電力需

要家

複数電源
複数電力需

要家

単一電源
単一電力
需要家

複数電源
複数電力需

要家

小売１社

小売１社

小売１社

小売複数社

同時同量

・相対契約型

・地産プラン型

・地域新電力型

・地域プラット
フォーム型

エネルギーマネジメントの取組

需給
調整
市場

電力地産地消
プラットフォーム

HEMS・
BEMSマイクログリッド

地産地消の電力流通の類型

基幹
系統

ローカル
系統

配電
系統
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５．電力地産地消プラットフォームの運営開始①

⚫ 「小田原市・電力地産地消プラットフォームの構築及び運営に関する連携協定」（令和6年9月30日小田原市、
東京電力パワーグリッド(株)、東京電力ホールディングス(株)及び湘南電力(株)）に基づき、この４者において制
度・システムの設計を進め、令和8年4月1日から運営を開始。

⚫ 小田原市内の太陽光発電などで作られた電気を、市内の別の事業所などで有効活用するための取り組み。市域
レベルのエリアエネルギーマネジメントを行うプラットフォーム型電力流通モデルとして全国初となるもの。
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2026年3月27日
プラットフォーム運営開始式典



５．電力地産地消プラットフォームの運営開始②

発電者 電力需要家

⚫ ほうとくエネルギー
ー小田原メガソーラー市民発電所（第１期）
ー小田原ソーラー市民発電所（第２期）

⚫ 相洋産業㈱
⚫ ㈱ミクニ 小田原事業所
⚫ 小田原かなごてファーム

－ソーラーシェアリング５号機
－ソーラーシェアリング６号機

⚫ ㈱伊藤製作所
⚫ 相模洋洗㈱
⚫ 小田原市立たちばなこども園
⚫ 小田原市扇町クリーンセンター
⚫ ㈲松下靴店
⚫ 宝安寺
⚫ 小田原市斎場
⚫ ㈱三栄リアルティ
⚫ 小田原市学校給食センター
⚫ 鈴廣かまぼこ㈱
⚫ 伊豆箱根バス小田原営業所
⚫ その他７事業所、住宅３４軒

⚫ ㈱ういろう
⚫ (一財) 小田原市事業協会
⚫ 小田原シネマ館・LEGALO
⚫ 小田原城址公園
⚫ 小田原市立総合医療センター
⚫ ㈱山帰来
⚫ すしや万采
⚫ その他１１事業所

運営開始時点の
供給電力量想定
約2,700MWh／年

※個別名は、掲載を許可いただいた事業所・店舗のみ、プラットフォームへの電力供給想定量の多い順に記載
※プラットフォーム接続を近く予定している既設PVも含む

※個別名は、掲載を許可いただいた事業所・店舗のみ、 五十音順に記載

※将来的に、同時同量供給へ移行予定

⚫ 調整力制御機能を有するまで、エネマネ事業者は電力取引に入らず、発電者と電力需要家を市登録事
業者を介して直接マッチングさせる簡易運営方式とし、令和８年４月１日運営開始（電力流通開始）。
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６．プラットフォームへの参加方法について①

⚫ 本プラットフォームは、地域で作られる電気を多く扱うことで真価を発揮するため、多くの市民・市内事業者に、特に
発電者としての参加を募集しています。
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• 小田原市内で太陽光発電の設置を検討している方（住宅、事業所、カーポート、農地、野立て等）
⇒ 設置費用に対する補助金がありますので、市まで御連絡ください。

• 小田原市内で太陽光発電（卒FIT、既存FIT・FIPを含む）を設置済で、自家消費しきれず売電している方
⇒ 売電先をプラットフォームに変更可能ですので、市に登録された地産再エネ集約事業者まで御相談ください。

発電者

• 小田原市内の大口高圧需要家（契約電力500kW以上）
• 小田原市の脱炭素先行地域計画※1の対象地域※2内の需要家
⇒ 市に登録された地産再エネ供給事業者まで御相談ください。

電力需要家

※1 小田原市と東京電力パワーグリッド小田原支社が共同提案し、令和４年11月に国から選定された計画。
※2 小田原駅東口エリア、久野地区生活拠点エリア、余剰再エネ供給施設

地産再エネ供給事業者は
こちらから確認できます⇒

地産再エネ集約事業者は
こちらから確認できます⇒

市の補助金については
こちらから確認できます⇒



６．プラットフォームへの参加方法について②
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• 小田原市内に系統用蓄電池を保有している事業者
• 小田原市内の事業所にBCP用蓄電池を保有している事業者
• 小田原市内にEV充電設備を保有しているEVサービス事業者
⇒ プラットフォームにおける調整力の扱いについては引き続き検討中ですが、御関心がありましたら、市まで御連絡ください。

調整力保有者

• 地産再エネ集約事業者または地産再エネ供給事業者としての参加に関心ある事業者
⇒ 「小田原市地産再エネ事業者登録要綱」及び「小田原市エリアエネルギーマネジメント事業取扱要領」を参照の上、市まで

御連絡ください。

地産再エネ集約事業者・地産再エネ供給事業者



⚫ 令和８年４月１日、プラットフォーム運営開始

⚫ 令和８年４・５月から、太陽光発電への令和８年度市補助金の受付開始

⚫ 令和８年５月から、プラットフォームへの新規参加の募集

７．これまでの経過と今後の予定

⚫ 令和４年11月１日、脱炭素先行地域計画の選定（小田原市、東京電力パワーグリッド㈱）→国交付金の受領

⚫ 令和６年９月30日、４社連携協定の締結（小田原市、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力ホールディングス㈱、湘南電力㈱）

⚫ 令和８年３月27日、プラットフォーム運営開始式典

属性 参加候補者

発電者
⚫ 市内の住宅、事業所等に太陽光発電を導入予定の市民・事業者
⚫ 市内の住宅、事業所等に太陽光発電を有し、余剰電力を売電している市民・事業者（現FIT・FIP、卒FIT含む）

電力需要家
⚫ 脱炭素先行地域の対象需要家
⚫ 大口高圧契約者

地産再エネ集約事業者 ⚫ 発電事業者

地産再エネ供給事業者 ⚫ 小売電気事業者

調整力保有者
⚫ 市内に系統用蓄電池を保有している事業者
⚫ 市内の事業所にBCP用蓄電池を保有している事業者
⚫ 市内にEV充電設備を保有しているEVサービス事業者

⚫ 令和８年度以降、プラットフォームの実績報告

⚫ 中長期的に、全国の動きを見ながら、関係事業者と協働し、プラットフォームを小田原にふさわしい「一円融合」の仕組みへ発展

国交付金を活用した市補助金は、
令和８年度（重点）又は

令和９年度（先行地域）まで。
市へお早めにご相談ください。
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８．お問合せ先

⚫ プラットフォーム全般について、

⚫ 発電者・電力需要家等での参加について、

・・・など、御関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

⚫ 小田原市環境部 ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係

0465-33-1424

energy@city.odawara.kanagawa.jp
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